
公告第１号

入札に参加できるのは、次に掲げる要件をすべて満たしている者であること

受けていること。また、「電気工事」については同法に規定する特定

営業所（本社、本店、営業所）または、委任先営業所（支社・支店・
営業所）の所在地が、福島県内に有する者であること。

その他の要件 １.地方自治法施行令第１６７条の４の規程に該当しない者であること｡
２.会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年
法律第225号）に基づき、更生手続開始又は再生手続開始の申立てが
なされている者でないこと。ただし、更生手続開始又は再生手続開始
の決定を受けた者については、当該更生手続開始又は再生手続開始の

技術者資格者証交付及び講習修了証を受けた監理技術者とすること。
工  事  実  績 過去、10年以内に福島県内地方公共団体等が発注した上水道又は工業用

水道施設の電気設備工事（中央監視制御設備ならびにプラント設備とし
建築電気工事等は除く）の更新及び新設工事を元請として施工した経験
を有するもの。

申立てがなされなかったものとみなす。

関係にある者。
※4,500万円以上の下請けを予定している場合は、電気工事の監理

配 置 で き る 監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができ、
技術者の工事経験 且つ入札参加資格確認申請日以前3か月以上の直接的、恒常的な雇用

加資格者名簿に記載された委任先をいう。
特 定 建 設 工 事 単体企業に限る。
共 同 企 業 体  ※特定建設工事共同企業体の参加は不可。

知書を有する者で、電気工事の総合評定値が800点以上であること。
地 域 要 件 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１号の許可に係る主たる

※委任先営業所とは、西郷村令和７・８年度入札参加資格者名簿に参

建設業の許可を受けていること｡
経営事項審査 建設業法（昭和24年法律第100号）第27条の23に規定する経営事項審査

の有効期限が切れていない経営規模等評価結果通知書・総合評定値通

許 可 業 種 電気工事業
建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定による許可を

いること。

資格の制限
入札の日までに福島県及び西郷村において、指名停止措置を受けて
いない者であること。

格 付 等 級 Ａ

発 注 種 別 電気設備
登 録 要 件 西郷村令和７・８年度入札参加資格者名簿に上記種別で登録されて

法律第 104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資
源化等の実施が義務付けられた工事である。

２　入札に参加する者に必要な資格

最低制限価格 設定する（最低制限価格を下回った額での入札は失格とする）

再 資 源 化 等
この工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（平成12

工 期 本契約締結日の翌日から令和８年３月１９日　※試運転等含む
予 定 価 格 本契約締結後に公表する。

工 事 概 要

①電気設備工 一式
②機械設備工 一式

路 線 等 名 称 上水道
工 事 場 所 西郷村大字鶴生字由井ケ原地内

工 事 名
西郷配水場更新事業　令和７年度施工
西郷配水場電気機械計装設備更新工事

工 事 番 号 第２０１号

　令和７年４月７日　　　　　　　　　　　　　    　　 西郷村上下水道事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西郷村長　髙　橋　廣　志　　

１　入札に付する事項

　地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び西郷村財務規則（昭和61年６
月１日規則第４号）第112条の規定により、次のとおり制限付一般競争入札について、公告する。

発 注 課 西郷村上下水道課



積算内訳書（指定様式）
委任状（指定様式で代理人を立てる場合のみ提出）

に基づき契約を締結する。

　１．この契約に係る前払金については、請負代金の額の40％以内と
　　　する。

支 払 条 件 本契約における支払条件については、次のとおりとする。

契約保証金の納付は、約款第４条規定による担保の提供をもって代え、
又は保証を付したときは、免除とする。

７　支払い条件に関する事項

６　契約に関する事項等
契 約 事 項 西郷村財務規則及び西郷村工事請負契約約款（以下「約款」という。）

契 約 保 証 金 請負代金の10分の１以上の額とする。

入札の中止等 本件は、入札参加資格者が１者以上あれば執行するものとする。
本件の入札に関し、公正な入札の執行が妨げられると認められるとき
は、入札を中止又は延期することがある。

入 札 の 無 効 この公告に示した入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を
行った者の入札並びに入札心得において示した条件等に違反した入札
は、無効とする。

（入札日時までに入札会場へ集合）
入 札 場 所 西郷村文化センター第１研修室
入 札 回 数 ２回を限度とする。
入 札 保 証 金 免除する。

　当該公告に記載された入札日時までに入札会場へ集合すること。
提 出 書 類 入札書（指定様式）

入 札 日 時 令和７年５月１３日（火） 午前９時３０分

５　入札方法等
入 札 方 法 会場持参による入札（郵便入札不可）

　　　　　　TEL:0248-25-2910
申込受付期間 令和７年４月９日(水)　から　令和７年４月２２日（火）

午前９時から午後４時まで　　※最終日は正午まで

提 出 方 法 持参及び郵送(要事前予約)
提 出 先 〒961-8501　福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地

　　　　　　西郷村役場　財政課　管財契約係

４　入札参加手続
　本件入札においては、開札前に入札参加資格の審査を行うものとする。入札資格の有無に
ついては、審査後に入札参加資格確認通知書により通知するものとする。

提 出 書 類 西郷村入札参加資格確認申請書（指定様式）※村ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
工事実績（契約書写・CORINS等）

午後４時まで
回 答 期 日 令和７年４月２１日（月）
回 答 方 法 村ホームページに掲載する

　　　　　  電子メール: zaisei@vill.nishigo.lg.jp
質 問 期 間 令和７年４月８日(火)　から　令和７年４月１８日（金）

質 問 方 法 質問書を持参、FAX又は電子メールで提出する。
質問書提出先 〒961-8501　福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地

　　　　　　西郷村役場　財政課　管財契約係

閲 覧 期 間 令和７年４月８日(火)　から　令和７年５月１２日（月）

　　　　　　TEL:0248-25-2910  FAX：0248-25-4517

３　設計図書等閲覧及び質問
閲 覧 場 所 村ホームページからダウンロード

mailto:zaisei@vill.nishigo.lg.jp


NS）」に登録し、工事カルテを提出すること。
下 請 負 工事の一部を下請負に付する場合には、西郷村元請・下請関係適正化

指導要領の規定によること。

契約」からのダウンロードにより、取得すること。
現 場 説 明 会 実施しない。
工事実績登録 契約締結後速やかに契約工事の内容を「工事実績情報サービス（CORI

８　その他
入 札 様 式 等 指定様式・入札の心得・約款については、村ホームページ「入札・


